
２−６ ⽇本森林学会誌編集委員会内規 
１．任務 

⽇本森林学会誌編集委員会（以下、編集委員会とい
う。）は、⽇本森林学会誌（以下、学会誌という。）
の編集及び発⾏に関わる次の任務を担う。 

1. 学会誌の内容と体裁に関する審議と理事会への提
案 

2. 編集委員会内規、投稿規定、執筆要領及び著作者お
よび第三者による著作権の利⽤の改定に関する審議
と理事会への提案、編集⽅針の改定に関する審議、
決定と理事会への報告、並びに申し合わせ等の制定
及び改廃に関する審議と決定 

3. 投稿原稿の審査 
4. 特集の企画 
5. そのほか、学会誌の円滑な発⾏と学術誌としての質

の向上に関わる事項 
 
２．編集委員会の構成 

編集委員会に、次の構成員を置く。 
1. 編集委員⻑、1 名 
2. 編集委員⻑補佐、1 名 
3. 編集委員、各審査分野に１〜複数名 
4. 編集主事、1 名 
 
３．構成員の職務 
1. 編集委員⻑ 

編集委員⻑は、編集委員会を統括し、学会誌の編集
に責任を持つ。原稿の審査に関わる次の事項は、編
集委員⻑の職責とする。 
(1) 原稿の審査担当編集委員の選定 
(2) 原稿の採否の最終決定 
(3) 投稿者からの苦情の処理 

2. 編集委員⻑補佐 
編集委員⻑補佐は編集部の者が務める。編集委員⻑
補佐は、原稿審査に関わる事務処理全般を担当し、
原稿の審査担当編集委員の選定を補佐する。 

3. 編集委員 
編集委員は、担当審査分野における原稿の審査を担
当するとともに、編集委員会の円滑な運営に寄与す
る。また、特集を担当する編集委員は、特別編集委
員の審査結果を確認し編集委員⻑に報告する。 

4. 特別編集委員 
特別編集委員は特集における原稿の審査を担当する。
特別編集委員は編集委員以外の者が務めることがで
きる。 

5. 編集主事 
編集主事は、原稿審査以外の事項に関して編集委員
⻑を補佐する。 

 
４．構成員の任期 
1. 編集委員⻑ 
 ⽇本森林学会定款第３５条第１項に基づく。原則と

して、連続した２期とする。 
2. 編集委員⻑補佐 
 ⽇本森林学会との契約に従う。 
3. 編集委員 

 ２年１期（委嘱期間：６⽉１⽇から２年後の５⽉３
１⽇まで）とし、任期は２期として、２年ごとの半
数交代を原則とする。ただし、再任を妨げない。 

4. 編集主事 
 ⽇本森林学会定款第４０条第２項に基づく。ただし、

再任を妨げない。 
 
５．編集委員会の会議 
1. 編集委員会の会議（以下、会議という。）は、編集委

員⻑がこれを召集し、主催する。 
2. 会議は、通常の会議と電⼦（メール）会議システム

を利⽤した会議（以下、メール会議という。）の 2 種
類とする。なお、メール会議はメーリングリストま
たは電⼦掲⽰板を利⽤し、編集委員会の任務に関わ
る提案、意⾒、質問などの情報交換の場としても活
⽤できるものとする。 

3. 会議には、構成員が参加する資格を持ち、義務を負
う。 

4. 構成員は、編集委員⻑に対して議題の提案をするこ
とができる。 

 
５．１．通常の会議の開催、成⽴及び議決⽅法 
1. 通常の会議は年 1 回以上開催する。 
2. 通常の会議では、原稿の審査状況及び⽇本森林学会

誌の発⾏状況を報告するとともに、編集委員会の任
務に関わる重要事項を審議し決定する。 

3. 通常の会議は、編集委員⻑及び２／３以上の編集委
員の出席で成⽴する。 

4. 通常の会議での採決は、出席する編集委員の過半数
の賛成で議決する。賛否同数の場合は、編集委員⻑
が可否を決める。 

 
５．２．メール会議の開催、成⽴及び議決⽅法 
1. メール会議は、編集委員会が定めるメール会議シス

テムを利⽤して、適宜開催する。 
2. メール会議は、採決時の総投票数を出席者数とみな

し、２／３以上の編集委員の出席で成⽴する。 
3. メール会議では、議題提出後に 10 ⽇間以上の審議・

投票期間を設ける。 
4. メール会議では、通常の会議と同⼀の基準を適⽤し

て議決する。 
5. メール会議の運営は、編集主事が⾏う。 
6. 編集委員は、特段の理由がない限り、メール会議へ

の参加及びメール会議における投票の義務を負う。 
 
６．編集委員の推薦 
1. 編集委員がその職を退任する際は、担当審査分野⼜

は関連する審査分野の編集委員と協議の上、後任の
編集委員候補を編集委員⻑に推薦する。 

2. 編集委員の増員は、当該審査分野⼜は関連する審査
分野の編集委員間で協議の上、編集委員⻑に推薦す
る。 

3. 後任または増員の編集委員候補の推薦があったと
きには、編集委員⻑は会議に議題として提出し、妥
当と認められた場合には、速やかに理事会に報告す



る。 
 
７．編集委員の交代 
1. 委嘱期間の途中で交代する後任の編集委員の委嘱

期間は、前任の委嘱期間終了⽇までとする。 
2. 編集委員⻑は、委嘱終了⽇の３ヶ⽉前までに、該当

する編集委員に７．3.に定める交代⼿続きを通知す
る。 

3. 退任する編集委員は、退任年の３⽉３１⽇までに６．
1.に定める後任の推薦を⾏うことを原則とする。 

 
８．改定 
1. この内規の改定は、編集委員会の承認後、理事会の

承認を経て⾏う。 
 
2011 年 6 ⽉ 15 ⽇制定 
2011 年 12 ⽉ 16 ⽇改定 
2019 年 4 ⽉ 23 ⽇改定 
2021 年 4 ⽉ 26 ⽇改定

 
 


